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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第59期

第２四半期
累計期間

第60期
第２四半期
累計期間

第59期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (千円) 2,619,111 2,442,708 4,908,135

経常利益 (千円) 52,110 27,135 82,221

四半期(当期)純利益 (千円) 37,029 15,994 56,078

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 636,606 636,606 636,606

発行済株式総数 (株) 4,478,560 447,856 447,856

純資産額 (千円) 3,284,588 3,293,678 3,315,821

総資産額 (千円) 7,052,386 7,219,500 6,928,189

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 83.74 36.18 126.82

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 4 40 44

自己資本比率 (％) 46.6 45.6 47.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △62,753 △288,631 116,787

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 15,431 54,824 △13,055

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 82,372 214,411 △45,609

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(千円) 432,905 436,583 455,978
 

　

回次
第59期

第２四半期
会計期間

第60期
第２四半期
会計期間

会計期間
自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年７月１日
至 平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 78.63 39.90
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４　平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式について10株を１株とする株式併合を実施したため、前事

業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しておりま

す。
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５　当社は、平成29年10月１日をもって、10株を１株とする株式併合を実施しております。第59期の１株当たり

配当額の記載は、中間配当額4円と期末配当額40円の合計値としております。なお、当該株式併合を踏まえ

て換算した場合、中間配当額は40円となるため、期末配当額40円を加えた年間配当額は１株につき80円とな

ります。

６ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）等を第１四半期会

計期間の期首から適用しており、第59期第２四半期累計期間及び第59期に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　(1) 新任役員

該当事項はありません。

 

(2) 退任役員

該当事項はありません。

 

(3) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 取締役 政木　喜仁 平成30年11月15日

取締役 代表取締役社長 中川　千秋 平成30年11月15日
 

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当社はジュエリー総合商社として単一の事業分野で営業活動を行っており、社内におけるマネジメントにおいて

も全体を一つの事業としております。従いまして、当該事業以外に事業の種類がないため、セグメント別の記載を

省略しております。

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が改善し景気は緩やかな回復基調が続いてお

りますが、米中貿易摩擦の拡大や保護貿易主義の台頭および中東情勢などの地政学的リスクもあり、先行き不透明

な状況が続いております。

宝飾業界におきましては、依然として節約志向の高まりから、ジュエリーに対する消費マインドの改善は実感で

きず、企業間競争の高まりもあり厳しい状況です。

このような状況にあって、当社は従来通り催事関係を営業活動の中心にすえて取引先とともに集客増を図り、販

売促進活動にも積極的に取り組んで参りましたが、売上高は前年割れとなる厳しい状況で推移しました。営業利益

及び経常利益並びに四半期純利益につきましては、販売費及び一般管理費の増加により、昨年同四半期を大きく下

回る結果となりました。

その結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,442百万円(前年同四半期比6.7％減)、営業損失は2百万円（前年

同四半期は28百万円の営業利益）、経常利益は27百万円(前年同四半期比47.9％減)、四半期純利益は15百万円(前

年同四半期比56.8％減)となりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ291百万円増の7,219百万円となりました。主な変動

は、商品の増加282百万円、受取手形及び売掛金の増加102百万円等であります。

当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べ313百万円増の3,925百万円となりました。主な変動は、

長期借入金の増加135百万円、短期借入金の増加127百万円等であります。

当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べ22百万円減の3,293百万円となりました。主な変動

は、その他有価証券評価差額金の減少20百万円等であります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べ、19百万

円（4.3％）減少し436百万円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における営業活動の結果、資金は288百万円の減少（前年同四半期は62百万円の減少）と

なりました。主な変動内訳は、仕入債務の増加89百万円、たな卸資産の増加282百万円、売上債権の増加102百万円

等であります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における投資活動の結果、資金は54百万円の増加（前年同四半期は15百万円の増加）とな

りました。主な変動内訳は、投資有価証券の売却による収入29百万円、貸付金の回収による収入24百万円、定期預

金の払戻による収入18百万円等であります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間における財務活動の結果、資金は214百万円の増加（前年同四半期は82百万円の増加）と

なりました。主な変動内訳は、短期借入れによる収入1,395百万円、長期借入れによる収入450百万円、短期借入金

の返済による支出1,280百万円、長期借入金の返済による支出302百万円等であります。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社経営陣は、わが国経済や業界を取り巻く経営環境の厳しさを十分認識し、売上高よりも利益重視の販売戦

略、商品力の強化、在庫回転率の向上、経費削減等により収益力の向上を図っていくという方針は、今後も堅持し

て参ります。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,311,000

計 1,311,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年12月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 447,856 447,856
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式数　100株

計 447,856 447,856 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年９月30日 ― 447,856 ― 636,606 ― 504,033

 

 

(5) 【大株主の状況】

平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

政木喜三郎 東京都台東区 43,887 9.9

有限会社ケイ・エム商事 東京都台東区東上野２丁目１０－１ 30,000 6.8

中川千秋 東京都台東区 22,050 5.0

東京貴宝取引先持株会 東京都台東区東上野１丁目２６－２ 21,800 4.9

政和商事株式会社 東京都台東区東上野２丁目１０－１ 19,879 4.5

有限会社ウラケイパール 三重県伊勢市船江１丁目６－１６ 16,500 3.7

株式会社古屋 山梨県甲府市湯田２丁目７－５ 15,700 3.6

さが美グループホール
ディングス株式会社

神奈川県平塚市田村８丁目２１－９ 15,400 3.5

政木喜仁 東京都台東区 15,400 3.5

政木ふじ江 東京都台東区 14,238 3.2

計 ― 214,854 48.6
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式普通株式 5,700

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,412 同上
441,200

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
956

発行済株式総数 447,856 ― ―

総株主の議決権 ― 4,412 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権８個)含まれておりま

す。

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の単元未満自己株式45株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成30年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 東京都台東区東上野
１丁目２６―２

5,700 ― 5,700 1.28
東京貴宝株式会社

計 ― 5,700 ― 5,700 1.28
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成30年７月１日から平成30年

９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成30年７月２日に太陽有限責任監査法人と合併

し、太陽有限責任監査法人と名称を変更しております。

 

３　四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 565,937 537,543

  受取手形及び売掛金 ※  1,221,556 ※  1,324,378

  商品 2,854,769 3,137,113

  その他 41,775 73,653

  貸倒引当金 △3,092 △3,357

  流動資産合計 4,680,946 5,069,332

 固定資産   

  有形固定資産 403,031 396,122

  無形固定資産 14,005 12,700

  投資その他の資産   

   投資不動産（純額） 1,519,559 1,506,973

   その他 389,571 329,194

   貸倒引当金 △78,924 △94,823

   投資その他の資産合計 1,830,206 1,741,344

  固定資産合計 2,247,243 2,150,167

 資産合計 6,928,189 7,219,500

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 300,674 390,006

  短期借入金 1,855,766 1,982,836

  未払法人税等 12,486 10,455

  返品調整引当金 1,742 2,182

  その他 178,025 157,186

  流動負債合計 2,348,695 2,542,666

 固定負債   

  社債 130,000 110,000

  長期借入金 931,236 1,066,415

  退職給付引当金 64,883 63,149

  その他 137,553 143,590

  固定負債合計 1,263,672 1,383,155

 負債合計 3,612,367 3,925,821
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 636,606 636,606

  資本剰余金 504,033 504,033

  利益剰余金 2,165,954 2,164,264

  自己株式 △27,937 △27,937

  株主資本合計 3,278,656 3,276,966

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 37,164 16,711

  評価・換算差額等合計 37,164 16,711

 純資産合計 3,315,821 3,293,678

負債純資産合計 6,928,189 7,219,500
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 2,619,111 2,442,708

売上原価 1,863,699 1,675,031

売上総利益 755,411 767,676

 返品調整引当金戻入額 2,186 1,742

 返品調整引当金繰入額 2,107 2,182

差引売上総利益 755,490 767,236

販売費及び一般管理費   

 販売促進費 256,745 253,486

 旅費及び交通費 83,999 82,121

 役員報酬 33,699 30,389

 従業員給料 179,162 189,193

 法定福利費 33,648 37,183

 退職給付費用 4,801 5,264

 貸倒引当金繰入額 630 13,210

 その他 134,375 158,567

 販売費及び一般管理費合計 727,061 769,414

営業利益又は営業損失（△） 28,429 △2,177

営業外収益   

 受取利息 1,163 664

 受取配当金 3,021 3,777

 投資不動産賃貸料 76,871 81,262

 その他 10,391 6,006

 営業外収益合計 91,447 91,710

営業外費用   

 支払利息 15,295 11,939

 コミットメントフィー 4,849 -

 不動産賃貸原価 46,465 41,860

 貸倒引当金繰入額 △3,880 2,953

 その他 5,035 5,643

 営業外費用合計 67,766 62,397

経常利益 52,110 27,135

特別利益   

 投資有価証券売却益 - 6,661

 特別利益合計 - 6,661

特別損失   

 固定資産除却損 5,561 -

 投資有価証券評価損 - 12,499

 特別損失合計 5,561 12,499

税引前四半期純利益 46,549 21,296

法人税、住民税及び事業税 9,520 5,302

法人税等合計 9,520 5,302

四半期純利益 37,029 15,994
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 46,549 21,296

 減価償却費 18,116 21,881

 固定資産除却損 5,561 -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,249 16,163

 受取利息及び受取配当金 △4,184 △4,441

 支払利息 15,295 11,939

 売上債権の増減額（△は増加） △95,633 △102,822

 たな卸資産の増減額（△は増加） △121,160 △282,344

 仕入債務の増減額（△は減少） 128,048 89,332

 その他 △38,649 △44,634

 小計 △49,306 △273,630

 利息及び配当金の受取額 4,513 4,768

 利息の支払額 △15,115 △12,884

 法人税等の支払額 △2,844 △6,885

 営業活動によるキャッシュ・フロー △62,753 △288,631

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △13,000 △9,000

 定期預金の払戻による収入 37,500 18,001

 有形固定資産の取得による支出 △51,392 △1,081

 投資有価証券の取得による支出 △4,538 △4,274

 投資有価証券の償還による収入 10,000 -

 投資有価証券の売却による収入 - 29,952

 貸付けによる支出 △660 △3,554

 貸付金の回収による収入 41,586 24,842

 その他 △4,064 △60

 投資活動によるキャッシュ・フロー 15,431 54,824

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 1,106,250 1,395,400

 短期借入金の返済による支出 △1,086,800 △1,280,200

 長期借入れによる収入 450,000 450,000

 長期借入金の返済による支出 △437,537 △302,951

 社債の発行による収入 97,937 -

 社債の償還による支出 △30,000 △30,000

 配当金の支払額 △17,478 △17,837

 財務活動によるキャッシュ・フロー 82,372 214,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,050 △19,395

現金及び現金同等物の期首残高 397,855 455,978

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  432,905 ※  436,583
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第２四半期累計期間

(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

税金費用の計算 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方

法を採用しております。
 

 

(財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）等を第１四半期会計期間の

期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 
(四半期貸借対照表関係)

※　四半期会計期間末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当第２四半期会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しています。

 

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

受取手形 70,412千円 61,739千円
 

 

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

 
前第２四半期累計期間

(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

現金及び預金 533,863千円 537,543千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△100,958千円 △100,960千円

現金及び現金同等物 432,905千円 436,583千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日
定時株主総会

普通株式 17,688 4 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月８日
取締役会

普通株式 17,688 4 平成29年９月30日 平成29年12月６日 利益剰余金
 

 

３　株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月28日
定時株主総会

普通株式 17,684 40 平成30年３月31日 平成30年６月29日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年11月７日
取締役会

普通株式 17,684 40 平成30年９月30日 平成30年12月６日 利益剰余金
 

 

３　株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

当社はジュエリー総合商社として単一の事業分野で営業活動を行っており、また、社内におけるマネジメントにお

いても全体を一つの事業としております。従いまして、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ

ん。

 

Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

当社はジュエリー総合商社として単一の事業分野で営業活動を行っており、また、社内におけるマネジメントにお

いても全体を一つの事業としております。従いまして、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ

ん。

 
(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間

(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

　１株当たり四半期純利益金額 83円74銭 36円18銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 37,029 15,994

   普通株主に帰属しない金額(千円)   

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 37,029 15,994

    普通株式の期中平均株式数(株) 442,208 442,111
 　
(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式について10株を１株とする株式併合を実施したため、前事

業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

(重要な後発事象)

平成30年10月中旬に当社監査法人より、前代表取締役社長による不適切な取引が存在するとの外部情報を入手し

たとの通報があり、これを受け、平成30年11月１日に第三者委員会が設置されました。その結果、第三者委員会の

調査費用、過年度決算の訂正に要する監査費用等が発生し、当第３四半期において、当該費用を計上する予定です

が、現時点ではその費用を合理的に見積もる事が出来ておりません。
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２ 【その他】

第60期(平成30年４月１日から平成31年３月31日まで)中間配当について、平成30年11月７日開催の取締役会におい

て、平成30年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                          　   17,684千円

② １株当たりの金額                            　40円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成30年12月６日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成30年12月14日

東京貴宝株式会社

取締役会  御中

 

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 須　　永　　真　　樹 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 篠　　塚　　伸　　一 ㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京貴宝株式会

社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第60期事業年度の第２四半期会計期間(平成30年７月１日から平成30

年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、東京貴宝株式会社の平成30年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　

強調事項

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成30 年11月１日に第三者委員会の設置を決議し、その調査報告書を平成

30年12月14日に受領した。

これに伴い、第三者委員会の調査費用、過年度決算の訂正に係る費用等が発生する見込みである。会社は、第３四半

期において当該費用を計上する予定である。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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